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緊急事態宣言に伴う本学の活動指針の変更について 

 

 岐阜県は、令和３年１月９日に県独自の「非常事態宣言」を発令し、非常事態

緊急対策として、県民の行動変容と事業者への要請がなされました。そして国は、

１月１３日に、１都３県に加え、岐阜県を含む７府県を対象とした新型インフル

エンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発令しました。 

 

 本学においても、これまで「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）における

岐阜大学の活動指針」（以下「活動指針」という。）に基づき措置を講じており、

県独自の「非常事態宣言」に合わせて、１月９日付で「活動指針」の４項目につ

いて活動レベルを見直しましたが、国による「緊急事態宣言」に伴い、課外活動

のレベルについても見直し、下記のとおり改訂しました。 

 構成員の皆様には、引き続き基本的な感染防止対策及び健康チェックシート

を用いた体調管理を徹底していただき、２０時以降の外出自粛や岐阜県が示す

チェックリストを活用するなど、感染拡大防止に努めていただきますようお願

いします。 

 

 なお、休日に、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合は、図１

の通りご連絡ください。 

 

記 

 

 ２ 教員、研究活動 レベル２ ← １ （１月９日～） 
   ・感染防止措置の上、研究活動の継続 
   ・在宅での研究活動の推奨 
  

 ３ 事務業務  レベル２ ← １ （１月９日～） 
   在宅勤務の部分実施及び時差出勤の活用 
 

 ６ 課外活動  レベル４ ← ２ （１月１４日～） 
   全面活動停止 
 



 ７ 出張・旅行  レベル３ ← ２ （１月９日～） 
   緊急事態宣言対象地域への不要不急の出張・旅行の原則 
   禁止 
   その他地域への不要不急の出張・旅行は自粛 
 

 ８ 学外者の入構制限 レベル２ ← １ （１月９日～） 
   緊急事態宣言対象地域からの不要不急の来学は自粛を要

   請 
   ただし、本学の活動に必要な学外者（受験生を含む）のみ、

   感染防止措置に留意したうえで入構可 
   なお、入構した場合でも大学滞在は最短時間とする 
 

 〇新型コロナウイルス感染症（COVID-19）における岐阜大学の活動指針 

  （2021 年 1 月 14 日現在） 

  https://www.gifu-u.ac.jp/covid-19.html 

 

図１ 

 

 PCR 検査    陰性の場合    直近の平日に保健管理センターに報告 

                   ℡：058-293-2174 

                   Mail：hokencen@gifu-u.ac.jp 

               

         陽性の場合     Mail:gukansen@ml.gifu-u.ac.jp 

                                                         

 

 

 

 

参考 

 〇岐阜県における非常事態宣言（令和３年１月９日発令） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/122733.html 

 〇緊急事態宣言（令和３年１月１３日発令） 

  https://corona.go.jp/emergency/ 

 〇健康チェックシート 

  https://www.gifu-

u.ac.jp/news/important_information/health_checksheet.pdf 

 〇チェックリスト 

  https://www.gifu-u.ac.jp/news/important_information/checklist.pdf 

・氏名、所属学部等（学籍番号・学科・学年）、 

連絡先（電話番号）、保健所からの指示内容、 

PCR 判定日、感染経緯、学内濃厚接触者の有無 

送信内容 


